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広島市立大学既修得単位認定規程 

平成22年４月１日 

規 程 第 87 号 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、広島市立大学学則（平成22年公立大学法人広島市立大学学則

第１号）第38条及び広島市立大学大学院学則（平成22年公立大学法人広島市立大

学学則第２号）第24条の規定に基づき、広島市立大学の学部又は研究科の第１年

次に入学した者の既修得単位の認定に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （認定科目等） 

第２条 既修得単位の認定は、学部では全学共通系科目及び外国語系科目の授業科

目、研究科では全研究科共通科目及び研究科開設科目の授業科目について行う。 

 （認定の手続等） 

第３条 既修得単位等の認定を受けようとする者は、入学した日から１月以内に既

修得単位等認定願に成績証明書その他必要な書類を添えて、学長に申請しなけれ

ばならない。 

第４条 学長は、前条の規定による申請があった場合は、関係する授業科目の担当

教員等の意見を添えて、申請者の所属する学部又は研究科（以下「所属学部等」

という。）の長に審査を依頼するものとする。 

第５条 所属学部等の長は、前条の規定により審査の依頼があったときは、教授会

又は研究科委員会で審査を行い、その結果を学長に報告するものとする。 

 （既修得単位の認定） 

第６条 学長は、前条の報告に基づき、認定を行ったときは既修得単位等認定通知

書により、行わなかったときは適宜な方法により、速やかに申請した者及び申請

者の所属学部等の長に通知するものとする。 

 （履修の指導） 

第７条 既修得単位の認定を行ったときは、認定した単位に代えて他の科目の履修

を行わせる等、申請した者の所属学部等において適切な指導を行うものとする。 

（委任） 

第８条 既修得単位等認定願の様式その他この規程の施行に関し必要な事項は、学

長が別に定める。 

   附 則 
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 この規程は、平成22年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 改正前の規程による様式第１号及び様式第２号の様式は、前項の施行日におい 

て、改正後の第８条の規定に基づき定めたものとみなす。 


